
   資料１ 

 

「海事観光推進協議会 WG」の設立について 

 

国土交通省海事局に設置した「海事観光戦略推進本部」では、2019

年 3 月 28 日に、海事分野における観光の取組を加速化し、観光先進

国の実現への貢献を果たすことを目的として、「観光先進国の実現に

向けた海事観光の戦略的推進に向けて」を取りまとめた。 

   この取りまとめにおいては、海事観光への潜在的な利用者層の開

拓・獲得を図る観点から、広く他業界と連携を図ることが不可欠であ

るとして、海事関係業界と幅広い業界を結ぶプラットフォームの構築

について検討することとされている。 

また、観光立国の実現に向けた政府の行動計画である「観光ビジョン実

現プログラム 2019（令和元年６月 14 日観光立国推進閣僚会議決定）」に

おいて、「海事観光の推進」が、観光施策の一類型として初めて位置付け

られ、政府、民間、地域が一体となってこれに取り組むこととされている。 

このような状況を踏まえ、海事観光の推進に向けた取組の具体化に

ついて、海事関係業界や観光業界、経済団体等の様々な業界の関係者

間で情報共有・意見交換を行い、更なる展開を図るため、令和元年 6

月に「海事観光推進協議会」（以下「協議会」という。）を設立。本協

議会を通じ、官民一体となって、多面的・多角的に海事観光の取組を加速

化していくことについて、関係者間で認識の共有が図られたところ。 

今後、海事観光の取組の加速化に向けた必要な環境整備の具体方策

について、関係者間で議論・検討することを目的として、協議会の下に WG

を設置する。 

 
 


